
6

ん
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合﹁
ち
ょ
っ
と
の

間
だ
け
だ
か
ら
﹂﹁
こ
の
ぐ
ら
い
な
ら
通
れ

る
か
ら
﹂と
軽
い
気
持
ち
で
見
過
ご
し
が

ち
で
す
。
火
災
が
発
生
す
る
と
こ
の
よ
う

な
消
防
法
令
違
反
が
原
因
に
な
り
、
熱
や

煙
が
避
難
経
路
を
ふ
さ
い
で
し
ま
い
大
惨

事
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
ビ
ル
の
所
有
者
・
管
理
者
な
ど
の
関
係

者
は
、
消
防
法
令
に
基
づ
い
た
避
難
経
路

の
適
切
な
維
持
管
理
、
定
期
的
な
消
防
訓

練
の
実
施
、
消
防
設
備
の
点
検
・
整
備
な

ど
の
防
火
安
全
対
策
を
徹
底
し
、
あ
な
た

の
ビ
ル
を
訪
れ
る
人
た
ち
に
安
心
し
て
利

用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
努
め
て
く
だ
さ

い
。

﹁
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

制
度
﹂未
登
録
者
は
申
請
を

障
害
福
祉
課　

７
７
５
―５
１
２
３

　

７
７
６
―８
８
７
２

　

医
療
機
関
で
診
療
な
ど
を
受
け
た
場

合
、
各
種
医
療
保
険（
介
護
保
険
を
除
く
）

の
自
己
負
担
分
の
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

ま
だ
登
録
し
て
い
な
い
人
は
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※
す
で
に
助
成
を
受
け
て
い
る
人
は
、
申

請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
対
象　
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
／
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３

級
②
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
・
Ｂ
③
65
歳
以
上

で
次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
に
よ
り
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
よ
る
障
害
認
定
を
受

け
て
い
る（
ア
）国
民
年
金
法
障
害
等
級

１
・
２
級（
イ
）身
体
障
害
者
手
帳
４
級
の

一
部（
音
声
・
言
語
機
能
障
害
、
下
肢
障

害
の
一
部
）（
ウ
）精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
１
・
２
級　
※
次
の
人
は
対
象
か
ら

除
き
ま
す
。
①
上
尾
市
以
外
の
市
区
町
村

か
ら
援
護
ま
た
は
国
民
健
康
保
険
の
給
付

を
受
け
て
い
る
②
埼
玉
県
以
外
の
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
の
給
付
を
受
け

て
い
る

▼
申
し
込
み　
該
当
す
る
障
害
者
手
帳
、

健
康
保
険
証
、
本
人
名
義
の
預（
貯
）金
通

帳
の
口
座
番
号
の
分
か
る
物
を
用
意
し

て
、
直
接
障
害
福
祉
課（
市
役
所
２
階
①

番
窓
口
）へ　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
き
ま
す
。

　
任
期
満
了（
４
月
２
日
）に
伴
う
上
尾
市

農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙（
選
挙
に
よ

る
委
員
の
定
数
／
15
人
）は
、
３
月
３
日

（
日
）に
告
示
さ
れ
、
３
月
10
日（
日
）に
投

票
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
人
へ
の
説
明

会
を
、
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

▼
と
き　
２
月
７
日（
木
）午
後
２
時
～

▼
と
こ
ろ　
市
役
所
７
階
大
会
議
室

▼
内
容　
立
候
補
届
け
出
な
ど
の
手
続
き

の
説
明

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
を
開
始
し
ま
し
た

高
齢
介
護
課　

７
７
５
―６
４
７
３

　

７
７
６
―８
８
７
２

　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
平
成
24

年
度
か
ら
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
が
導
入
さ
れ
、
上
尾
市
で
も
12

月
１
日
か
ら
、
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。　

　

こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
介
護（
訪
問

ヘ
ル
パ
ー
）と
訪
問
看
護
を
一
体
的
に
行

う
も
の
で
、
一
定
の
金
額
で
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
高
齢
介
護
課

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
ビ
ル
は
大
丈
夫
？

～
雑
居
ビ
ル
の
防
火
安
全
対
策
の
徹
底
～

消
防
本
部
予
防
課　

７
７
５
―１
３
１
４

　

７
７
５
―２
２
３
０

　
平
成
13
年
９
月
、
東
京
都
新
宿
区
歌
舞

伎
町
の
雑
居
ビ
ル
火
災
で
44
人
が
亡
く
な

り
ま
し
た
。
こ
の
火
災
が
大
惨
事
に
な
っ

た
主
な
原
因
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
消
防

法
令
違
反
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
避
難
経
路
が
物
品
で
ふ
さ
が
れ
て
い
た

・
避
難
訓
練
を
実
施
し
て
い
な
か
っ
た

・
自
動
火
災
報
知
設
備
の
ベ
ル
が
鳴
ら
な

か
っ
た

・
防
火
戸
が
閉
鎖
し
な
か
っ
た

・
窓
が
看
板
な
ど
で
ふ
さ
が
れ
避
難
や
消

火
活
動
が
で
き
な
い
状
況
だ
っ
た

　
あ
な
た
の
所
有
・
管
理
す
る
ビ
ル
で
、

避
難
経
路
に
な
る
廊
下
や
階
段
に
物
品
が

放
置
さ
れ
通
行
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
ま
せ

投
票
は
３
月
10
日（
日
）

農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　

７
７
５
―９
６
８
９

　

７
７
５
―９
８
１
９

平成24年度技能功労者表彰
　⇨商工課（ 777－4441・ 775－5024）

　平成24年11月23日、文化センターで第29回上尾市技
能功労者表彰式が行われました。職種と被表彰者は22
人です（敬称略）。
大工／田中利幸、関根正行、坂井義臣、今井正治、佐
藤清助　畳職／佐藤達男　板金工／大槻輝行　配管工
／大塚建太郎、奥隅郁雄、安藤武志　電気工事工／佐
藤久男　造園職／丸山貴一、黒須由夫　自転車組立・
修理工／斉藤政夫　美容師／江口百合子、岩井よし江、
泉利一他₁名　理容師／後 賢治　旋盤工／松本清　
コンピュータープログラマー職／野村ルミ子　仕上技
能工／松本康夫　
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　明けましておめでとうございます。市民の皆様に
は、希望に満ちた輝かしい新春を健やかにお迎えの
こととお喜び申し上げます。
　私は、昨年₂月の上尾市長選挙で多くの皆様から
信託を頂き、引き続き上尾市政のかじ取りを担って
おります。₂期目就任に当たり掲げた新たなマニ
フェスト﹁上尾が輝

ひ か

る₈つのキラリ☆パート₂﹂の実
現を目指し、各種施策を展開しておりますが、多く
の施策が実現できるのも、市民の皆様のご理解とご
協力によるものと心から感謝を申し上げます。
　さて、ことしは昭和33年₇月15日の市制施行以
来、55周年となる上尾市にとって節目の年です。昭
和30年に₃町₃村が合併して上尾町となり、その₃
年後に上尾市が誕生しました。当時、約₃万₇千人
だった人口も、昭和40年代の高度経済成長により、
田園都市から工業都市、そして住宅都市へと移り変
わり、現在は約22万₇千人を擁する埼玉県の中核を
成す都市へと変貌しました。
　平成22年から着工しているＪＲ上尾駅東口の再開

発事業は、ことし₃月の完了を目指し、現在最終段
階を迎えています。この事業では、近隣住民の皆様
や各企業のご理解とご協力により、地上28階建ての
再開発ビルが建設され、新しい上尾のランドマーク
になるものと期待しています。
　またＪＲ上尾駅東口ぺデストリアンデッキの延伸
工事も再開発ビルの完成に合わせ、旧中山道の東西
を結び、ビル内の自由通路まで延伸し接続されるた
め、駅周辺の利便性はさらに向上するものと思いま
す。
　これらの整備事業が市制施行55周年の記念すべき
年に完了を迎え、今後迎えるであろう23万都市にふ
さわしい新たな﹁上尾の顔﹂が出来上がります。バリ
アフリーを基本とした駅周辺の機能強化は、若者か
らお年寄りまで多世代にわたる多くの市民の皆様
に、東西の移動空間として、またイベント空間とし
てご利用いただくことで、中心市街地のにぎわい創
出につながるものと期待しています。
　市制施行55周年は、ますます発展を続ける上尾市
にとって記念すべき通過点となります。対応すべき
課題には一つ一つ丁寧に向き合いながら、上尾市が
目指す将来都市像である﹁笑顔きらめく“ほっと”な
まち　あげお﹂の実現のため、誠心誠意、全力を傾
注していく所存です。
　平成25年が市民の皆様にとって素晴らしい年であ
りますように、心から祈念申し上げ、新年の挨拶と
させていただきます。

▼
と
き　
１
月
14
日（
祝
）午
前
10
時
～
11

時
30
分（
雨
天
中
止
）

▼
と
こ
ろ　
上
尾
市
消
防
本
部
・
東
消
防

署▼
内
容　
消
防
車
両
と
消
防
職
・
団
員
の

行
進
、
市
長
の
年
頭
訓
示
、
消
防
署
訓
練

展
示家

畜
伝
染
病
予
防
法
が
改
正
～
飼
育

動
物
の
頭
羽
数
の
報
告
が
義
務
化
～

農
政
課　

７
７
５
―７
３
８
４

　

７
７
５
―９
８
７
２

　
家
畜
伝
染
病
予
防
法
が
改
正
さ
れ
、
家

畜
の
飼
養
状
況
や
衛
生
管
理
状
況
な
ど
を

都
道
府
県
へ
毎
年
報
告
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
っ

て
い
る
人
も
報
告
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

▼
報
告
が
必
要
な
動
物（
１
匹
か
ら
）　
ウ

シ
、
水
牛
、
ウ
マ
、
豚
、
ミ
ニ
豚
、
イ
ノ

シ
シ
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
シ
カ
、
鶏
、
ウ

ズ
ラ
、
ア
ヒ
ル
、
ア
イ
ガ
モ
、
キ
ジ
、
ダ

チ
ョ
ウ
、
ホ
ロ
ホ
ロ
鳥
、
七
面
鳥

▼
報
告
方
法　

報
告
書（
中
央
家
畜
保
健

衛
生
所
ま
た
は
農
政
課〈
市
役
所
５
階
〉

に
あ
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ〈

http:// 
w

w
w

.pref.saitam
a.lg.jp/soshiki/

k27/

〉か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
郵
送
か
フ
ァ
ク
ス

で
埼
玉
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所（
〒

３
３
１-

０
８
２
１
さ
い
た
ま
市
北
区
別

所
町
１
０
７-

１
）へ

▼
提
出
期
限　
４
月
15
日（
月
）

※
詳
し
く
は
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

（

６
６
３-

３
０
７
１
・

６
６
６-

８
７
３
１
）に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
地
図
作
成

に
ご
協
力
を庶

務
課　

７
７
５
―４
９
８
９

　

７
７
５
―９
８
１
９

　
平
成
25
年
10
月
１
日（
火
）現
在
で
、
住

宅
・
土
地
統
計
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
準
備
と
し
て
調
査
区
地
図
の
作

成
を
し
ま
す
。
１
月
中
旬
か
ら
３
月
に
市

職
員
か
統
計
指
導
員
が
市
内
を
巡
回
し
ま

す
。

　
市
職
員
は
名
札
を
、
統
計
指
導
員
は
指

導
員
証
を
携
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

消
防
出
初
式

消
防
本
部
総
務
課　

７
７
５
―１
５
０
０

　

７
７
５
―２
２
３
０

昨年の消防出初式

輝かしい新春を迎えて
市長　島 村　　穰
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　平成23年分以後の各年分において、公的年
金等の収入金額の合計額が400万円以下であ
り、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所
得金額が20万円以下の場合には、所得税の確
定申告は必要ありません。
　詳しくは、上尾税務署にお問い合わせくだ
さい。
※所得税の確定申告が必要ない場合でも、
市・県民税の申告が必要な場合があります。
所得控除（社会保険料控除、生命保険料控除
など）を追加することで、平成25年度の市・
県民税が減額されることがあります。
※上記の場合でも、所得税の還付を受ける
ためには、確定申告書を提出する必要があり
ます。また確定申告書の提出が要件になって
いる控除（純損失、雑損失の繰越控除など）の
適用を受ける場合には、確定申告書の提出が
必要になります。

 

所
得
税
の
確
定
申
告
と
は　
　
　

  

　
毎
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
１
年
間

に
生
じ
た
全
て
の
所
得
の
金
額
と
、
そ
の

所
得
に
対
す
る
所
得
税
の
額
を
計
算
し
、

翌
年
の
２
月
16
日
～
３
月
15
日
に
確
定
申

告
書
を
提
出
し
て
、
源
泉
徴
収（
給
与
や

年
金
な
ど
か
ら
の
天
引
き
）さ
れ
た
税
金

や
予
定
納
税
で
納
め
た
税
金
な
ど
と
の
過

不
足
を
精
算
す
る
手
続
き
で
す
。

 

確
定
申
告
が
必
要
な
人　
　
　
　

  

　
平
成
24
年
分（
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）

の
所
得
金
額
の
合
計（
総
所
得
金
額
）が
所

得
控
除（
基
礎
控
除
な
ど
）を
超
え
る
場
合

で
、
そ
の
超
え
る
額
に
対
す
る
税
額
が
配

当
控
除
額
と
年
末
調
整
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
額
と
の
合
計
額
を
超
え
る
人

は
、
原
則
と
し
て
確
定
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
勤
務
先
で
給
与

所
得
の
年
末
調
整
を
受
け
た
人
で
、
給
与

所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20

万
円
以
下
で
あ
る
な
ど
、
一
定
の
条
件
の

場
合
に
は
確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 

所
得
税
の
還
付
申
告
と
は　
　
　

  

　
確
定
申
告
が
不
要
な
人
で
も
、
源
泉
徴

収
さ
れ
た
税
金
が
計
算
し
た
税
金
の
額
よ

所得税の確定申告はお早めに平成
24年分

【所得税の確定申告などの問い合わせ・郵送先】
■上尾税務署（〒362-8504西門前577）
⇨代表電話番号（770－1800〈自動音声案内〉）
※音声が流れますので、用件の内容に応じた
番号を選んでください。

2月１8日（月）～3月１５日（金）
平成24年分所得税の確定申告受け付け

※還付申告は₁月₄日（金）からです。

期
　
間

基本的な所得税の
計算方法

（総所得金額〈₁年
間の収入金額から
必要経費などを差
し引いた金額〉－所
得控除〈基礎・社会
保険・生命保険料
控除など課税所得
から控除されるも
の〉）×税率＝所得
税

り
多
い
と
き
は
、
確
定
申
告
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
納
め
過
ぎ
の
税
金
が
還
付
さ
れ

ま
す
。
こ
の
申
告
を
還
付
申
告
と
い
い
ま

す
。
主
に
次
の
①
～
④
の
よ
う
な
場
合
に

還
付
申
告
が
で
き
ま
す
。

①
年
の
途
中
で
退
職
し
、
年
末
調
整
を
受

け
て
い
な
い（
給
与
所
得
者
）

②
所
得
控
除（
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
な
ど
）を
追
加
す
る
も
の
が

あ
る

③
一
定
額
以
上
の
医
療
費
を
支
出
し
た

④
一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム
の
取
得
な

ど
で
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
る

■
申
告
に
必
要
な
物

１　
平
成
24
年
分
給
与
所
得
・
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票（
原
本
）

２　
印
鑑（
認
め
印
可
）

３　
筆
記
用
具
、
計
算
用
具

４　
還
付
金
を
受
け
取
る
口
座
の
金
融
機

関
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号（
申
告
者
名

義
）が
分
か
る
物

５　

配
偶
者
の
源
泉
徴
収
票（
配
偶
者
に

パ
ー
ト
収
入
な
ど
が
あ
る
場
合
）

６　

そ
の
他
申
告
に
必
要
な
書
類（
次
の

①
～
④
で
該
当
す
る
物
）

①
年
金
受
給
者
、
年
末
調
整
が
済
ん
で
い

な
い
人（
年
の
中
途
で
退
職
し
た
人
な
ど
）

○
社
会
保
険
料（
国
民
健
康
保
険
、
国
民

年
金
な
ど
）の
支
払
額
が
分
か
る
物

※
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場

合
は
、
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
ま
た
は

領
収
証
書
が
必
要
で
す
。

○
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
所
得
控

除
証
明
書

②
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

○
平
成
24
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領

公的年金等を受給している人へ
税務署からのお知らせ
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⇨上尾商工会議所（ 773－3111 ・ 775－9090）⇨関東信越税理士会上尾支部（ 776－8777 ・ 776－8322）

①個別決算指導
▶とき　₂月14日（木）・15日（金）午前／₉時30分～11時30
分　午後／₁時30分～₃時30分
②納税相談
▶とき　₂月26日（火）・27日（水）、₃月11日（月）・12日（火）
午前／₉時30分～11時30分　午後／₁時30分～₃時30分

【①②共通】
▶ところ　上尾商工会議所₃階大会議室（二ツ宮750）

▶とき　₂月₄日（月）～15日（金）（土・日曜日、祝日を除く）
▶ところ　市内の各税理士事務所
▶対象　次のいずれかに該当する人
①年金受給者（年金収入600万円以下）
②給与所得者（給与収入600万円以下）で医療費控除を受ける
③平成24年中の退職者
④年末調整が済んでいない
▶申し込み　午前₉時30分～午後₄時に電話で関東信越税
理士会上尾支部または最寄りの税理士事務所へ

収
書（
事
前
に
個
人
や
病
院
ご
と
に
集
計

し
、
明
細
書
を
作
成
し
て
お
く
）

○
健
康
保
険
や
生
命
保
険
な
ど
で
補
て
ん

さ
れ
た
金
額
の
分
か
る
書
類

③
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
人

○
申
告
者
本
人
の
住
民
票
の
写
し（
平
成

25
年
１
月
１
日
以
降
交
付
の
物
）

○
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書

○
売
買
契
約
書
ま
た
は
工
事
請
負
契
約
書

の
写
し

○
借
入
先
の
金
融
機
関
な
ど
が
発
行
し
た

﹁
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
等
証
明
書
﹂

※
住
宅
ロ
ー
ン
に
含
ま
れ
る
敷
地
な
ど
の

購
入
の
ロ
ー
ン
の
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
敷
地
な
ど
の
登
記
事
項
証
明
書
と
売

買
契
約
書
の
写
し
が
必
要
で
す
。

※
増
改
築
の
場
合
は
、
建
築
確
認
済
証
か

検
査
済
証
の
写
し
、
ま
た
は
建
築
士
か
ら

交
付
を
受
け
た
増
改
築
等
工
事
証
明
書
が

必
要
で
す
。

④
寄
附
金
控
除
・
寄
附
金
特
別
控
除
を
受

け
る
人

○
寄き

附ふ

し
た
団
体
な
ど
か
ら
交
付
を
受
け

た
寄
附
金
受
領
証
な
ど

※
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
、
選
挙
管

理
委
員
会
な
ど
の
確
認
印
が
あ
る
寄
附
金

（
税
額
）控
除
の
た
め
の
書
類
が
必
要
で
す
。

※
被
災
自
治
体
へ
の
寄
附
金
や
日
本
赤
十

字
社
や
中
央
共
同
募
金
会
な
ど
に
義
援
金

と
し
て
寄
附
し
た
場
合
は
、
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
申
告
の
時
に
、
一

定
の
書
類（
募
金
団
体
か
ら
交
付
さ
れ
た

受
領
証
、預
か
り
証
な
ど
）が
必
要
で
す
。

 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を 

 

ご
利
用
く
だ
さ
い 

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(

http://
w

w
w

.nta.go.jp/)
に
パ
ソ
コ
ン
で
確

定
申
告
書
が
作
成
で
き
る﹁
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
﹂が
あ
り
ま
す
。同
コ
ー

ナ
ー
で
作
成
し
た
申
告
書
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ

ｘ
で
送
信
す
る
か
、
印
刷
し
て
上
尾
税
務

署
に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
申
告
書
や
記
載
例
な
ど
は
、
１
月
下
旬

か
ら
市
民
税
課（
市
役
所
２
階
）、
各
支

所
・
出
張
所
で
も
配
布
し
ま
す
。

 

所
得
税
還
付
申
告
の
臨
時
受
付
会         

 

場
を
開
設　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

　
所
得
税
還
付
申
告
の
上
尾
市
の
臨
時
受

付
会
場
を
下
表
の
と
お
り
開
設
し
ま
す
。

臨
時
受
付
会
場
で
申
告
が
で
き
る
の
は

﹃
確
定
申
告
書
Ａ
﹄（
申
告
す
る
所
得
が
給

与
・
雑〈
年
金
な
ど
〉・
配
当
・
一
時
所
得

だ
け
）を
使
用
す
る
人
で
す
。

※
事
業
・
不
動
産
・
分
離
課
税
所
得
な
ど

が
あ
り
、﹃
確
定
申
告
書
Ｂ
﹄を
使
用
す
る

人
は
上
尾
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
各
申
告
会
場
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
。

記
載
例
な
ど
を
参
考
に
自
分
で
記
入
・
作

成
す
る﹁
自
書
申
告
﹂に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

 
市・

県
民
税
申
告
書
を
郵
送 

　
前
年
度
に
市･

県
民
税
申
告
書
を
提
出

し
た
人
な
ど
に
対
し
て
、
２
月
上
旬
に

市
・
県
民
税
申
告
書
を
郵
送
し
ま
す
。
申

告
の
日
程
な
ど
詳
し
く
は﹃
広
報
あ
げ
お
﹄

２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
⇨
市
民
税
課（

７
７
５
―５
１
３
１
・

７
７
５
―９
８
４
６
）

【表】所得税還付申告の臨時受付会場

と　　き ところ 対象地区

₂月₇日（木）
・₈日（金）

午前₉時30分～
午後₃時30分

上尾市
コミュニティ
センター

JR 高崎線
の西側地域
に在住の人

₂月14日（木）
・15日（金）

上尾市
文化センター

JR 高崎線
の東側地域
に在住の人

※上記の日程について詳しくは、市民税課（ 775－
5131）へお問い合わせください。
※所得税還付申告は、₁月₄日（金）から上尾税務署（案
内図参照）でも受け付けます。

青色申告者対象の個別決算指導と納税相談税理士による還付申告無料相談

上平
小学校

上尾税務署

↑
桶
川

大
宮
↓

県
食
品
流
通

セ
ン
タ
ー

J
A
あ
だ
ち
野

上
平
支
店

北
上
尾
駅

国
道
17
号

旧
中
山
道

大型ショッピングセンター

県道上尾久喜線

芝川
小学校

久保 
交差点 

久保西
交差点

県上尾
地方庁舎

J
R
高
崎
線

【案内図】
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鴨
川
の
冬
鳥
観
察
会

環
境
政
策
課　

７
７
５
―６
９
２
５

　

７
７
５
―９
９
２
７

　

徒
歩
で
鴨
川
周
辺（
大
谷
公
民
館
～
揺

木
橋
～
焼
橋
～
中
橋
間
を
往
復
）を
散
策

し
て
野
鳥
を
観
察
し
ま
す
。

▼
と
き　
１
月
26
日（
土
）午
前
９
時
～
11

時
30
分（
雨
天
中
止
）

▼
集
合　
午
前
８
時
45
分
・
大
谷
公
民
館

玄
関
前

▼
定
員　
40
人（
先
着
順
）

▼
参
加
費　
無
料

▼
持
ち
物　
雨
具
、
筆
記
用
具
、
歩
き
や

す
い
靴
、
双
眼
鏡（
持
っ
て
い
る
人
）

▼
申
し
込
み　

１
月
７
日（
月
）～
24
日

（
木
）に
電
話
か
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ
ー
ル

（

s251000@
city.ageo.lg.jp

）で
環

境
政
策
課
へ　

﹃
上
尾
市
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
﹄

有
料
広
告

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー　

７
８
１
―９
１
４
１

　

７
８
１
―９
１
６
６

　
平
成
25
年
７
月
1
日
～
26
年
６
月
30
日

の﹃
上
尾
市
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
﹄（
６

月
に
配
布
予
定
）に
掲
載
す
る
有
料
広
告

を
募
集
し
ま
す
。  

▼
枠
数　
64
枠
／
市
内
を
４
地
域
別
に
作

成
、
１
面
に
３
カ
月
分
の
収
集
予
定
を
掲

載
し
、
１
面
ご
と
に
広
告
は
４
枠

▼
掲
載
位
置　
カ
レ
ン
ダ
ー
の
下
段
で
市

が
指
定
し
た
位
置

⇨市民税課（ 775－5131 ・ 775－9846）

　平成24年分の所得税と平成25年度分の
市・県民税から生命保険料控除の適用
は、平成24年₁月₁日以後に締結した保
険契約等（新契約）の保険料と平成23年12
月31日以前に締結した保険契約等（旧契
約）の保険料に区分され、取り扱いが次
のとおり変更されました。
■生命保険料控除額の計算方法（表₁参
照）
　新契約の生命保険料控除額の計算方法
は従来と異なるので、新契約、旧契約そ
れぞれに応じた計算方法で生命保険料控
除額を計算します。
■介護医療保険料控除の新設
　新契約には、従来の﹁一般生命保険料
控除﹂と﹁個人年金保険料控除﹂に加え、
﹁介護医療保険料控除﹂が新設されまし
た。
■生命保険料控除適用限度額（表₂参照）
　各保険料の控除適用限度額は、﹁新契
約だけの適用を受ける場合﹂﹁旧契約だけ
の適用を受ける場合﹂﹁新・旧双方の契約
で適用を受ける場合﹂のそれぞれで異な
ります。
　また各保険料の控除額の合計が生命保
険料控除額になりますが、生命保険料控
除の合計適用限度額は所得税で12万円、
市・県民税で₇万円です。

生命保険料控除の改正

〈所得税の場合〉
旧　契　約 新　契　約

年間の支払保険料等 控除額 年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額 20,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等÷₂＋12,500円 20,000円超40,000円以下 支払保険料等÷₂＋10,000円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等÷₄＋25,000円 40,000円超80,000円以下 支払保険料等÷₄＋20,000円
100,000円超 一律　50,000円 80,000円超 一律　40,000円

〈市・県民税の場合〉
旧　契　約 新　契　約

年間の支払保険料等 控除額 年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額 12,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等÷₂＋7,500円 12,000円超32,000円以下 支払保険料等÷₂＋6,000円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等÷₄＋17,500円 32,000円超56,000円以下 支払保険料等÷₄＋14,000円
70,000円超 一律　35,000円 56,000円超 一律　28,000円
※支払保険料等は、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引
いた残りの金額です。

※（　）内の数値は、市・県民税での控除摘用限度額です。

第４６回衆議院議員総選挙の結果
平成２４年1２月1６日投票

⇨選挙管理委員会事務局（ 775－9689 ・ 775－9819）

　小選挙区の県の投票率は57．40㌫で、上尾市の投票率
は57．02㌫でした。比例代表の県の投票率は57．40㌫、
上尾市は57．02㌫でした。
●衆議院小選挙区選出議員選挙（届出順、敬称略）
　埼玉県第₆区（上尾市、鴻巣市の一部、桶川市、北本
市、伊奈町）

候補者氏名 届出政党
（所属団体）

得票数（　）内は市内の
得票数

院田ひろとし 幸 福 実 現 党 　２，３５４（　１，０２８）
大島　あつし 民 主 党 ９０，６７３（３５，３０８）
中根かずゆき 自 由 民 主 党 ９０，８７１（３８，８８４）
戸 口　 佐 一 日 本 共 産 党 １９，７９９（　９，５６３）
いそむら健治 日本維新の会 ３５，８３８（１５，８２６）
●衆議院比例代表選出議員選挙（届出順）
　北関東選挙区（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県）

届出政党など 得票数（　）内は
市内の得票数 獲得議席数

日本維新の会 １，１６９，７８１（１８，４４２） 4
公 明 党 ８２０，３５８（１３，６８５） 3
み ん な の 党 ７８７，４６２（１０，３０２） 2
社 会 民 主 党 １１８，０４６（　１，８８６） 0
幸 福 実 現 党 １９，７９５（　　　２９９） 0
自 由 民 主 党 １，８２０，１１６（２５，１３８） 6
民 主 党 ９７６，９２２（１８，６３９） 3
日 本 共 産 党 ３６７，２４５（　７，７９２） 1
日本未来の党 ３８７，６２５（　６，５１７） 1

区　分
控除適用限度額

新契約だけ
の摘用

旧契約だけ
の摘用

新・旧双方の契約で適用（新契約と旧契
約の合計額）

①一般生命保険
料控除

40,000円
（28,000円）

50,000円
（35,000円）

40,000円
（28,000円）

②介護医療保険
料控除

40,000円
（28,000円） ― ―

③個人年金保険
料控除

40,000円
（28,000円）

50,000円
（35,000円）

40,000円
（28,000円）

合計適用限度額
（①～③の合計）

120,000円
（70,000円）

【表₂】生命保険料控除適用限度額

【表₁】生命保険料控除額の計算方法



戸
と
松
まつ
　令
れい
子
こ
さん

市 政
ニュース
市 政
ニュース
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▼
色
・
規
格
・
掲
載
料　
４
色
刷
り
・
縦

35
×
横
99
㍉
・
５
万
円（
１
枠
当
り
）

※
同
じ
地
域
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
最
大
で
４

枠
ま
で
掲
載
可
能
で
す
。
複
数
の
枠
で
広

告
を
掲
載
す
る
場
合
は
、
２
枠
目
は
４
万

５
千
円
、
３
枠
目
は
４
万
円
、
４
枠
目
は

３
万
５
千
円
で
す
。

▼
掲
載
で
き
な
い
も
の　
法
令
な
ど
に
違

反
す
る
も
の
や
、
政
治
・
宗
教
性
の
あ
る

も
の
な
ど
、
市
が
発
行
す
る
カ
レ
ン
ダ
ー

に
掲
載
す
る
広
告
と
し
て
不
適
当
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
も
の

▼
申
し
込
み　

２
月
８
日（
金
）ま
で
に

﹁
上
尾
市
有
料
広
告
掲
載
申
込
書
﹂（
西
貝

塚
環
境
セ
ン
タ
ー
に
あ
る〈
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
〉）に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
直
接
西
貝
塚
環
境
セ

ン
タ
ー
へ

都
市
計
画
案
の
縦
覧

ま
ち
づ
く
り
計
画
課　

７
７
５
―７
６
２
９

　

７
７
５
―９
８
７
２

　
都
市
計
画
法
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
、
都
市
計
画
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▼
内
容　
大
谷
北
部
第
四
地
区
を
対
象
に

し
た
①
上
尾
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

②
上
尾
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更　

▼
縦
覧
・
意
見
書
の
提
出
期
間　
１
月
15

日（
火
）～
29
日（
火
）午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）　

※
意
見
書
を
提
出
で
き
る
人
は
市

内
に
在
住
の
人
か
利
害
関
係
人
で
す
。

▼
縦
覧
場
所
・
意
見
書
の
提
出
先　
ま
ち

づ
く
り
計
画
課（
市
役
所
５
階
）

※
都
市
計
画
案
は
、
１
月
15
日
か
ら
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
ま
す
。

瓦
葺
ふ
れ
あ
い
広
場
健
康
増
進
事
業

﹁
健
診
結
果
は
い
か
が
で
し
た
か
？
﹂

環
境
政
策
課　

７
７
５
―６
９
２
５

　

７
７
５
―９
９
２
７

　
健
康
診
断
結
果
を
基
に
、
市
の
保
健
師

か
ら
生
活
習
慣
病
や
新
た
な
国
民
病﹁
慢

性
腎
臓
病（
Ｃ
Ｋ
Ｄ
）﹂の
予
防
と
対
処
を

学
び
ま
す
。

▼
と
き　
１
月
24
日（
木
）午
前
10
～
11
時

▼
と
こ
ろ　
瓦
葺
ふ
れ
あ
い
広
場
集
会
室

兼
体
育
室

▼
持
ち
物　
健
康
診
断
結
果
表

▼
定
員　
30
人（
先
着
順
）

▼
参
加
費　
無
料

▼
申
し
込
み　
当
日
、
直
接
会
場
へ

一
緒
に
広
報
誌
を
作
り
ま
せ
ん
か
？

﹁
ま
ち
か
ど
特
派
員
﹂

広
報
課　

７
７
５
―４
９
１
８

　

７
７
６
―８
８
７
３

　

市
内
の
身
近
な
出
来
事
を﹃
広
報
あ
げ

お
﹄に
掲
載
し
た
り
、
地
域
の
話
題
や
行

事
な
ど
を
情
報
提
供
し
た
り
す
る
ま
ち
か

ど
特
派
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
内
容　

①﹃
広
報
あ
げ
お
﹄の﹁
ま
ち
か

ど
特
派
員
だ
よ
り
﹂（
年
２
回
、
12
・
13

ペ
ー
ジ
参
照
）の
記
事
作
成
②
地
域
の
話

題
・
行
事
な
ど
の
情
報
提
供
③
ま
ち
か
ど

特
派
員
会
議
へ
の
出
席（
年
３
回
）④
広
報

誌
取
材
協
力

▼
対
象　
４
月
１
日
現
在
、
市
内
に
６
カ

月
以
上
居
住
し
て
い
る
20
歳
以
上
の
人　

▼
募
集
人
数　
６
人（
選
考
）

▼
謝
礼
金　
１
万
２
千
円
以
内

▼
申
し
込
み　
は
が
き
か
フ
ァ
ク
ス
ま
た

は
メ
ー
ル（

s55000@
city.ageo.lg.jp

）

に
住
所
、氏
名（
ふ
り
が
な
）、生
年
月
日
、

性
別
、
職
業
、
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
番
号
、

市
内
居
住
期
間
、
応
募
の
動
機（
簡
潔
に
）

を
記
入
し
て
、
２
月
15
日（
金
）ま
で（
必

着
）に
広
報
課（
〒
３
６
２
―８
５
０
１
本

町
３
―１
―１
）へ

⇨子どもの読書活動支援センター（ 773－3711）

▶とき・ところ・内容　下表のとおり　
▶対象　読み聞かせボランティア、学校応援団などの読み
聞かせの経験者と学校図書館支援員　
▶定員　70人　※応募者多数の場合は抽選とし、結果は
全員に通知します。　
▶参加費　無料　
▶申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、読書活
動の活動歴を記入して、１月18日（金）まで（必着）に上尾市
子どもの読書活動支援センター（〒362-0075柏座4－3－8）へ

読み聞かせボランティア・
学校応援団ステップアップ講座
～上尾の子どもを本好きにしよう～

と　　き ところ 内　　　　容

₁月23日（水）

午後₁時30分
～₃時30分

富士見小学
校大会議室

どうやったら子どもを本好き
にできるか　学校図書館から
福田孝子さん（全国学校図書
館協議会スーパーバイザー）

　　30日（水）
読み聞かせに向く本、子ども
に読んでほしい本
出版文化産業振興財団 (ＪＰ
ＩＣ )講師

₂月₆日（水）

本を魅力的に紹介しよう　
年齢ごとのブックトークの
しかた
石橋幸子さん (小学校司書
教諭 )

　　13日（水）
どうやってひきつける？　年
齢ごとの読み聞かせ
出版文化産業振興財団（ＪＰ
ＩＣ）講師

※車での来場はできません。

まちかど特派員を代表して一言

山
やま
口
ぐち
　悟
さとる
さん

普段活動している地域の事を広く
知ってもらえる機会ができ、とて
もやりがいがあります。

まちかど特派員として取材すること
で、上尾の熱い真実を伝えることがで
きます。

マスコットキャラクター
﹁ブッピー﹂


